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（Ⅰ）学位授与の現行制度

　ここでは，現在（平成２３年度）の学位授与制度の学位授与制度の概要について記述する。詳

細については，関連する諸規程ならびに「新しい学士への途─平成２３年度版」等を参照されたい。

１．短期大学・高等専門学校卒業者等への学士の学位授与

　本機構の学位授与制度を利用して，短期大学・高等専門学校等を卒業した者等が学士の学位

を取得するまでの流れは，図１－１のようにまとめられる。以下にそれぞれの項目について説

明する。なお，詳細は「新しい学士への途─平成２３年度版」に記載されている。

１.１　学位取得の要件

　本機構では ,学士の学位の取得を希望する者が ,学士の学位にふさわしい学力を有しているか

どうかを審査するために以下に示す各要件を設定し ,審査に合格した者に対してのみ学位を授

与している。

（１）「基礎資格を有する者」に該当する

（２）大学等で単位を修得する

（３）学修成果を作成する

（４）機構に学位授与の申請をする

（５）試験を受ける

（６）審査に合格する

１.２　基礎資格

　本制度では，短期大学，高等専門学校等における一定の年限にわたった「まとまりのある学

修」を基礎として，さらに大学等において新たな学修を積み上げることを求めている。

　「基礎資格を有する者」は，次表の各項目のいずれかに該当する者である。

１．短期大学を卒業した者

２．高等専門学校を卒業した者

３．大学の学生として２年以上在学し６２単位以上を修得した者

４．専修学校の専門課程を修了した者のうち，学校教育法第１３２条の規定により大学に編入学することがで

きるもの。この資格には，次の両要件を満たす者が該当する

イ　修業年限が２年以上で，かつ，課程修了に必要な総授業時数が１,７００時間以上の課程を修了した者で
あること

ロ　学校教育法第９０条に規定する大学入学資格を有する者であること

５．旧国立工業教員養成所を卒業した者

６．旧国立養護教諭養成所を卒業した者

７．外国で１４年以上の学校教育の課程を修了した者＊

＊「当該国において学校教育における１４年以上の課程として大学への編入学が制度上認められている等に基

づき日本の短期大学，高等専門学校，専門学校に相当すると認められる課程」を修了した者
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図１－１　学士の学位取得の流れ
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１.３　単位の修得

　申請者は，基礎資格を得た後，科目等履修生として大学の単位を修得するなどの方法により

所定の学修を新たに積み上げる必要がある。

　１.３.１　単位の修得方法

＜単位の修得先＞

　「基礎資格を有する者」が，本制度により学士の学位を取得しようとする場合に新たに修得

する単位には，次表の（１）～（３）の単位が該当する。

＜履修の方針＞

　単位の修得にあたっては，専攻に係る専門の学芸を体系的に履修するとともに，幅広く深い

教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮して履修しなければ

ならない。

＜修得単位の区分＞

　本機構では，履修の方針の趣旨に適合するように単位が修得されているかを審査するために，

修得単位を「専攻に係る単位」と「専攻に係る単位以外の単位」の２つに大きく分け，さらに

「専攻に係る単位」を専門的な内容の授業科目の単位（「専門科目の単位」）と専門に関連する

授業科目の単位（「関連科目の単位」）に区分して，それぞれについて修得すべき単位数など，

単位修得の要件（「修得単位の審査の基準」）を定めている。

ア　科目等履修生として修得した単位大学の単位（１）

イ　大学の学生として修得した単位

ウ　大学院の学生として修得した単位

短期大学，高等専門学校の認定専攻科の単位（２）

大学専攻科の単位（３）

修 

得 

単 

位 

専門的な内容の授業科目の単位 
（専門科目の単位） 

専 攻 に 係 る 単 位 

専門に関連する授業科目の単位 
（関連科目の単位） 

専 攻 に 係 る 単 位 以 外 の 単 位 
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１.３.２　単位修得の要件（「修得単位の審査の基準」）

　本機構の学位授与制度により学士の学位を取得するために学修すべき年限，修得すべき単位

等は，「基礎資格を有する者」のいずれの項目に該当するかによって，また，卒業（修了）した

短期大学，専門学校の修業年限等によっても異なる。

　以下に ,「基礎資格を有する者」を３つの区分に分けて，申請可能な時期と単位修得の要件を

示す。

基礎資格を有する者の区分及び申請可能な時期

単位修得の要件

申請可能な時期該当する「基礎資格を有する者」区　分

短期大学，高等専門学校，

専門学校等を卒業（修了）

してから満２年が経過した

後

・２年制短期大学の卒業者

・高等専門学校の卒業者

・専門学校（修業年限が２年以上で，かつ，課程修了に必要な

総授業時数が１,７００時間以上のもの）の修了者
・外国において学校教育における１４年の課程を修了した者

第１区分

短期大学，専門学校等を卒

業（修了）してから満１年

が経過した後

・３年制短期大学の卒業者

・専門学校（修業年限が３年以上で，かつ，課程修了に必要な

総授業時数が２,５５０時間以上のもの）の修了者
・旧国立工業教員養成所または旧国立養護教諭養成所を卒業し

た者

・外国において学校教育における１５年以上の課程を修了した者

第２区分

大学に在学した期間を含め

て満４年が経過した後

・大学の学生として２年以上在学し６２単位以上を修得した者第３区分

単位修得の要件区　分

・短期大学，高等専門学校，専門学校等を卒業（修了）した後に２年以上にわたって６２単位以

上を修得

・短期大学，高等専門学校，専門学校等を卒業（修了）した後に，「専攻に係る単位」を，専

門科目の単位を含めて，合計３１単位以上修得

第１区分

・短期大学，専門学校等を卒業（修了）した後に１年以上にわたって３１単位以上を修得

・短期大学，専門学校等を卒業（修了）した後に，「専攻に係る単位」を，専門科目の単位を

含めて，合計１６単位以上修得

第２区分

・在学した期間および修得した単位を含めて４年以上にわたって１２４単位以上を修得第３区分

・「専攻の区分ごとの修得単位の審査の基準」を満たす

・「専攻に係る単位」を合計６２単位以上修得

・「専門科目の単位以外の単位」を合計２４単位以上修得

・外国語の単位を修得（外国語・外国文学に関する専攻の区分を選択する場合には，当該外国

語以外の外国語の単位を修得）

すべての

区分に共

通
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　１.３.３　専攻の区分ごとの修得単位の審査の基準 

　本機構における学士の学位授与に係る審査は，表「専攻の区分，および対応する学位に付記

する専攻分野の名称」に示す５９に区分された専攻ごとに行われ，いずれの専攻を選択するかに

より，単位の修得のために履修が必要な授業科目や「学修成果」のテーマ設定が異なる。

　　表　専攻の区分，および対応する学位に付記する専攻分野の名称

専攻分野の名称専攻の区分専攻分野の名称専攻の区分

看　　 護　　 学看護学

文 学

国語国文学

保 健 衛 生 学

検査技術科学英語・英米文学

臨床工学独語・独文学

放射線技術科学仏語・仏文学

理学療法学中国語・中国文学

作業療法学ロシア語・ロシア文学

言語聴覚障害学歴史学

視能矯正学哲学

鍼　　 灸　　 学鍼灸学心理学

口 腔 保 健 学
口腔保健衛生学宗教学

口腔保健技工学教　　 育　　 学教育学

栄　　 養　　 学栄養学神　　　　　 学神学

工　　　　　 学

機械工学
社　　 会　　 学

社会学

電気電子工学社会福祉学

情報工学
教　　　　　 養

又は

学　　　　　 芸

比較文化

応用化学地域研究

生物工学国際関係

材料工学科学技術研究

土木工学社　 会　 科　 学社会科学

建築学法　　　　　 学法学

社会システム工学政　　 治　　 学政治学

芸　 術　 工　 学芸術工学経　　 済　　 学経済学

商　　 船　　 学商船学商　　　　　 学商学

農　　　　　 学農学経　　 営　　 学経営学

水　　 産　　 学水産学

理　　　　　 学

数学・情報系

家　　 政　　 学家政学物理学・地学系

芸 術 学
音楽化学系

美術生物学系

体　　 育　　 学体育学総合理学

薬　　 科　　 学薬科学
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＜専攻の区分ごとの修得単位の審査の基準＞

　本機構では，専攻に係る専門の学芸が体系的に履修されているかについての審査を，「専攻の

区分ごとの修得単位の審査の基準」により行う。

　専攻に係る授業科目は，「専門科目」と「関連科目」に分けられ，さらに授業科目の内容や授

業の方法（講義，演習，実習など）により区分される。専攻の区分によっては，複数の「専攻

に係る授業科目の区分」がまとまって「群」として示されている場合もある。

　「専攻の区分ごとの修得単位の審査の基準」においては，「専門科目」，「関連科目」，「群」，

「専攻に係る授業科目の区分」ごとに修得すべき単位数が示され，それぞれの「専攻に係る授

業科目の区分」に該当する一般的な授業科目の例が「専門科目の例」としてあげられている。



142

１.４　学修成果

　「学修成果」とは，学位の取得を希望する専攻の区分に即した特定のテーマ（課題）につい

ての成果をいい，学士の学位取得を希望する者の学力が，学士の水準に達しているか否かを審

査するための資料として提出を求めている。テーマは申請者が自ら設定し，形態はレポートと

する。ただし，専攻の区分「音楽」，「美術」については，演奏・創作または作品の形態も選択

することができる。

１.５　申請

　所定の単位をすべて修得し，「学修成果」を作成すれば，学位授与の申請ができる。

　申請はインターネットを利用した「電子申請」又は「郵送申請」により行い，受付期間は毎

年４月及び１０月の７日までである。

＜認定専攻科修了見込みでの申請＞

　本機構が認定した短期大学・高等専門学校の専攻科（認定専攻科）のうち，次の①～③のい

ずれかの専攻科を修了する見込みの者は，９月に修了する見込みの者にあっては当該年度の４月

期に，３月に修了する見込みの者にあっては当該年度の１０月期に，それぞれ申請することがで

きる。

①　就業年限２年の短期大学に置かれた修業年限２年の認定専攻科

②　就業年限３年の短期大学（短期大学設置基準（昭和５０年文部省令第２１条）第１９条に規定

する短期大学を除く。）に置かれた修業年限１年の認定専攻科

③　高等専門学校に置かれた修業年限２年の認定専攻科

１.６　試験

　試験は，提出された学修成果の内容が申請者の学力として定着しているか，また，専攻に係

る学士の水準の学力を有しているかをみるために行う。学修成果としてレポートを提出した者

には，レポートの内容に関連する事項について小論文の形で課される（試験時間９０分）。また，

専攻の区分「音楽」または「美術」で，レポート以外の学修成果を提出した者については，小

論文試験に代えて面接試験（１５分程度）を行う。

１.７　合否の判定

　「修得単位の審査」，「学修成果・試験の審査」についてそれぞれ可／不可の判定が行われ，

両方が「可」と判定された場合に，「合格」となる。

　修得単位の審査は，申請者の修得した単位が単位修得の要件を満たしているかどうかについ

て審査を行う。

　学修成果・試験の審査は，提出された学修成果のテーマ設定が専攻に関するものとして適切

か，学修成果の内容が学士の水準に達しているか，試験の結果，提出された学修成果の内容が

申請者の学力として定着していると認められるかについて，学修成果と試験の結果をあわせて

審査する。
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＜不合格理由の通知＞

　不合格の場合は，次のとおり不合格となった理由を併せて通知する。

　また，表の「イ」または「ロ」の理由で学修成果・試験の審査が「不可」になった場合は，

再度申請をする際に学修成果の書き直し等が必要となり，判定結果とあわせて「学修成果書き

直しのための留意事項」を通知する。

１.８　学位の授与

　合格した場合は，専攻の区分に応じて，２７種類の専攻分野の名称が学位に付記される。

２．短期大学及び高等専門学校の専攻科の認定及び教育の実施状況等
の審査

２.１　短期大学および高等専門学校の専攻科の認定

　本機構では，専攻科を置く短期大学又は高等専門学校からの申出を受けて，教育課程が大学

教育に相当する水準にあるか，授業科目を担当する教員が大学の教員に相当する資格を有する

かなどを，審査の上認定している。認定された専攻科で修得した単位は，基礎資格を有する者

に該当した後に修得した単位として使用することができる。

　専攻科の認定要件は次のとおりであり，審査は専攻ごとに行われる。

　専攻科の認定は，図１－２に示す過程で行われる。

２.２　認定専攻科の教育の実施状況等の審査

　認定専攻科に対しては，原則として認定から５年後，その後原則として７年ごとに教育の実

施状況について審査を行い，教育の水準が維持されていることを確認している。

　教育の実施状況等の審査は，図１－３に示す過程で行われる。

「不可」の理由判定結果

○○○の単位について「○○○に関する科目の単位」が〇単位不足修得単位の審査が「不可」

イ　学修成果のテーマの設定が適切でない学修成果・試験の審査が「不可」

ロ　学修成果の内容が水準に達していない

ハ　試験の結果，学修成果の内容が学力として定着しているとは認めら

れない

ニ　試験を受けていない

短期大学及び高等専門学校の専攻科の認定に関する規則（規則第２９号）抜粋

（専攻科の認定の要件等）

第２条　機構は，短期大学又は高等専門学校に置かれる専攻科で，次の各号に該当すると認められるもの

を，学位規則第６条第１項に規定する専攻科として認定する。

一　教育課程は，大学教育に相当する水準を有するものであること。

二　授業科目は，短期大学又は高等専門学校の学科等とは別個に設けられていること。

三　授業科目は，原則として専任の教員が担当するものとし，主要な授業科目は教授又は准教授が担当

するなど教員が適切に配置されていること。

四　授業科目を担当する教員は，大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）に定める教授，准教授，講

師又は助教の資格に相当する資格を有する者であること。

五　学生数等に応じて，専攻科の教育を行うのに必要な教員組織，施設設備等が十分整備されていること。
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図１－２　短期大学及び高等専門学校の専攻科の認定
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図１－３　短期大学及び高等専門学校の認定専攻科における教育の実施状況等の審査
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３．省庁大学校認定課程修了者に対する学位授与

３.１　学士の学位授与

　学士の学位授与は，省庁大学校の課程で大学の学部に相当する教育を行うと機構が認定した

ものを修了し，かつ，機構の行う審査に合格した者に対して行われる。

　学士の学位授与の審査過程は，図１－４に示すとおりである。

図１－４　省庁大学校の認定課程修了者に対する学士の学位授与
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３.２　修士の学位授与

　修士の学位授与は，省庁大学校の課程で大学院の修士課程に相当する教育を行うと機構が認

定したものを修了し，かつ，機構の行う論文の審査及び試験に合格した者に対して行われる。

論文の審査及び試験は，２名以上の専門委員により実施される。

　修士の学位授与の審査過程は，図１－５に示すとおりである。

＜認定課程修了見込みでの申請＞

　機構が大学院の修士課程に相当する教育を行うと認定した課程を３月に修了する見込みの者

が，当該年度内の学位の授与を希望する場合には，当該年度の１２月に申請を行うことができる。

　認定課程修了見込者に対する修士の学位授与の審査過程は，図１－６に示すとおりである。

図１－５　省庁大学校の認定課程修了者に対する修士の学位授与
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図１－６　省庁大学校の認定課程修了見込者に対する修士の学位授与
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３.３　博士の学位授与

　博士の学位授与は，省庁大学校の課程で大学院の博士課程に相当する教育を行うと機構が認

定したものを修了し，かつ，機構の行う論文の審査及び試験に合格した者に対して行われる。

論文の審査及び試験は，３名以上の専門委員により実施される。

　博士の学位授与の審査過程は，図１－７に示すとおりである

図１－７　省庁大学校の認定課程修了者に対する博士の学位授与
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４．大学又は大学院に相当する教育を行う課程の認定及び教育の実施
状況等の審査

４.１　大学又は大学院に相当する教育を行う課程の認定

　本機構では，各省庁大学校からの申出を受けて，各課程の教育課程，教員組織，施設設備等

について，学校教育法，大学設置基準，大学院設置基準等の関係規程に照らして審査し，大学

の学部，大学院の修士課程又は博士課程と同等の水準にあると認められるものを大学の学部，

大学院の修士課程又は博士課程に相当する教育を行う課程と認定している。

　課程の認定は，図１－８に示す過程で行われる。

４.２　認定を受けた課程における教育の実施状況等の審査

　省庁大学校の認定課程科に対しては，原則として５年ごとに教育の実施状況について審査を

行い，教育の水準が維持されていることを確認している。

　認定課程の教育の実施状況等の審査は，図１－９に示す過程で行われる。

学位の種類
教育施設

博　　士修　　士学　　士

理学 /工学
安全保障学

医学

理学 /工学
安全保障学＊

工学

看護学

人文科学 /社会科学
理学 /工学
医学

水産学

海上保安

理学

工学

看護学

防衛大学校

防衛医科大学校

独立行政法人水産大学校

海上保安大学校

気象大学校

職業能力開発総合大学校

国立看護大学校

＊平成１４年度までは社会科学
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図１－８　省庁大学校の課程の認定
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図１－９　省庁大学校の認定課程における教育の実施状況等の審査




